
 

2011/2012シーズン 富山県におけるインフルエンザ対策について 
 

１ 普及啓発 

（１）ラジオＣＭ放送 

   朝夕の通勤時間帯を中心にスポットＣＭを放送（民放ＡＭ、ＦＭ） 

（２）ポスターの作成、掲示 

厚生労働省による今年度のポスターデザインを使用し作成 

   〔主な配布先（掲示場所）〕 

    ・ＪＲ富山駅、高岡駅構内 

    ・医療機関、市町村、学校、公共施設等 

（３）リーフレットの配布 

   県と包括協定を結んでいる県内のローソン各店舗及び各厚生センター等にて配布 

（４）県広報、市町村広報 

   ・新聞広報「県からのお知らせ」 

・富山県民会館前情報ボード 

（５）富山県ホームページ 

   ・トップページ「とやま安全・安心情報」に「インフルエンザ関連情報」を掲載 

 

２ インフルエンザ発生状況等の把握及び情報提供 

（１）感染症発生動向調査（インフルエンザサーベイランス） 

県内のインフルエンザ定点医療機関（48（内科19＋小児科29））においてインフルエ

ンザの患者数を把握し、インフルエンザ全体の発生動向を把握 

→県衛生研究所「富山県感染症情報センター」ホームページに掲載（原則水曜日） 

（２）インフルエンザ様疾患発生報告 

インフルエンザ様症状の患者の発生による保育所、幼稚園、小・中・高等学校等の臨

時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、休校）の状況及び欠席者数を把握 

→県健康課から情報提供（「インフルエンザ様疾患発生報告について」）（原則報告日） 

県健康課「富山県インフルエンザ関連情報」ホームページに掲載（原則報告日） 

（３）ウイルスサーベイランス 

   県内8つの医療機関において、インフルエンザウイルスの型について調査 

 →県衛生研究所「富山県感染症情報センター」ホームページに掲載 

（４）インフルエンザ入院サーベイランス 

   基幹定点医療機関（5）におけるインフルエンザによる入院患者数や重症の指標となる

入院時の医療対応（頭部ＣＴ等検査の実施状況、人工呼吸器利用の有無、ＩＣＵ入室

の有無）を把握 

→厚生労働省から情報提供（「インフルエンザの発生状況について」）（原則金曜日） 



 

 

  ＜参考＞ 

厚生労働省専用ページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html 

国立感染症研究所感染症情報センターホームページ 

http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 

 富山県ホームページ「インフルエンザ関連情報」 

  http://www.pref.toyama.jp/sections/1205/new_influenza/index.html 

富山県感染症情報センター 

 http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/inful/inful1.htm 

 

３ インフルエンザワクチン 

（１）ワクチンの種類 

   ３種類のウイルス株（ＡＨ１及びＡＨ３、Ｂ型）が入った３価ワクチン 

（２）接種量及び接種回数 

   ・６カ月以上３歳未満の方 １回0.25mL、２回接種 

   ・３歳以上13歳未満の方   １回0.5mL、２回接種 

   ・13歳以上の方      １回0.5mL、１回接種 

    ※今年から13歳未満の用法・用量が変更 

（３） 接種費用 

接種費用は全額自己負担（費用は医療機関によって異なる） 

※ただし、接種日現在において、①65歳以上の高齢者または②60～64歳で心臓、腎臓

もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、③ヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方に

ついては、市町村が実施する予防接種法に基づく定期の予防接種の対象者となり、接

種費用が市町村によって公費負担されています。 

   ※接種費用の支払いには、「とやまっ子子育て応援券」を使用することも可能 

（４）ワクチンの安定供給について 

  ・適正なワクチンの供給について、医療機関及び卸売販売業者に対し協力を要請 

・卸売販売業者に対し、定期的に供給状況調査を実施 

  ・ワクチン不足時には、関係者（医師会、医薬品卸業協同組合、市町村等）により協議

し、融通調整を行うほか、国から融通を受けた場合は、ワクチンの配布先を調整 



 

 

４ 施設内感染防止対策等 

 ・各施設所管課と連携し、「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」（厚生労働省・日本

医師会感染症危機管理室作成、H23年11月改訂）に基づく感染防止対策を徹底 

・社会福祉施設等に対し、集団発生等が疑われる場合、速やかに市町村等社会福祉施設等

主管部局に迅速に報告し、併せて厚生センター・保健所に報告し、指示を求めるなどの

適切な対応について徹底 

（H17.2.22付け健発第0222002号厚生労働省健康局長等通知「社会福祉施設等における感染症等発生

時に係る報告」） 

 ・医療機関に対し、インフルエンザについての院内感染防止に関する指導を徹底 

（H23.6.17 付け医政指発第 0617 第 1 号厚生労働省医政局指導課長通知「医療機関等における院内感

染防止について」、H19.5.8付け厚生労働省医政局指導課事務連絡「院内感染対策のための指針案及

びマニュアル作成のための手引きについて」） 

 

５ 相談体制 

 ・インフルエンザに関する相談全般について、各厚生センター・支所、富山市保健所、健

康課に設置した相談窓口で対応 

 ・ワクチン接種に関する相談については、市町村担当部署で対応 

＜参考＞ 

  電話番号 相談受付時間 

新川厚生センター 0765-52-2647 
平日午前９時～午後５時15分 

（夜間、休日は緊急電話対応） 

新川厚生センター魚津支所 0765-24-0359 同上 

中部厚生センター 076-472-1234 同上 

高岡厚生センター 0766-26-8414 同上 

高岡厚生センター射水支所 0766-56-2666 同上 

高岡厚生センター氷見支所 0766-74-1780 同上 

砺波厚生センター 0763-22-3512 同上 

砺波厚生センター小矢部支所 0766-67-1070 同上 

富山市保健所 076-428-1155 
平日午前９時～午後５時15分 

(夜間、休日は富山市役所：076－431－6111) 

※県庁健康課 

電話番号：076-444-3225（相談専用） 

受付時間：平日午前 9時から午後 5時 15 分
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参考資料 

県庁内関係各課における今冬のインフルエンザ対策 

課   名 具 体 的 な 対 策 

文 書 学 術 課 

(経営管理部) 
・ 文部科学省からの通知等に基づき、私立学校へ周知。 

 

スポーツ・保健課 

(教育委員会) 

・ 文部科学省からの通知等を踏まえ、市町村教育委員会、県立学校、

教育事務所に対し、インフルエンザ対策を指導 

・ 家庭と連携を図りながら、規則正しい生活の励行や予防接種を奨励 

・ 集団発生時における適切な臨時休業 (学級閉鎖、学年閉鎖、休校) の

措置 

・ 初発及び集団発生時における連絡体制の整備 

 

厚 生 企 画 課 

( 厚 生 部 ) 

・ 厚生労働省通知「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」

を各市町村と県社会福祉協議会へ送付するとともに、部内関係課に

県内の社会福祉施設等に周知を図るよう依頼（予定） 

 

高 齢 福 祉 課 

(  〃  ) 

・ 各老人ホーム施設長、介護老人保健施設管理者あてに、「今冬のイン

フルエンザ総合対策の推進について」等厚生労働省通知を送付(予

定) 

・ 各施設において、集団かぜ（インフルエンザ様疾患）が発生した場

合の状況報告に係る連絡体制を整備 

・ 介護保険法等の規定に基づく感染症対策の徹底を図るよう指導 

 

児童青年家庭課 

(  〃  ) 
・ 厚生労働省の「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」を

関係機関、施設へ送付 (予定) 

・ 児童福祉施設等への指導 

 指導監査等において、児童福祉施設に対し、H9.1.30付け厚生省通

知「児童福祉施設におけるインフルエンザ様疾患の感染予防等につ

いて」の趣旨を踏まえ、下記のインフルエンザ予防対策の徹底を図

るよう指導 (母子福祉施設もこれに準じて実施する) 

① 手洗い、うがいを励行させる。 

② 施設内の流行を察知するためには、常日頃から児童の感染症の

発生動向を把握していくことが重要であり、注意深く児童の健康

状況を観察するとともに、早期に対応を呼び掛ける。 

③ インフルエンザ様疾患が発生した場合の状況報告の徹底を図る

よう指導。 
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課   名 具 体 的 な 対 策 

 

障 害 福 祉 課 

( 厚 生 部 ) 

・ 厚生労働省通知等を当課出先機関及び社会福祉法人あてに書面で通

知 (予定) 

・ 障害者施設への指導 

 施設指導監査において、施設に対し、インフルエンザ予防対策、

感染症対策の徹底を図るよう指導 

医 務 課 

(  〃  ) 

・ 厚生労働省通知「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」

を県・郡市医師会、県看護協会等関係団体へ通知し、予防対策の徹

底を依頼 

・ 医療監視において、インフルエンザ等についての院内感染防止に関

する指導を徹底 

 

くすり政策課 

(  〃  ) 

・ 厚生労働省通知「インフルエンザワクチンの安定供給対策について」

を県・郡市医師会、公的病院、県医薬品卸業協同組合、市町村に通

知し、医療機関における注文・在庫の適正化及び医療機関への分割

納入の実施などワクチンの安定的な供給について協力を依頼

（H23.8.25） 

また、インフルエンザワクチンの供給量について、厚生労働省の通

知を随時情報提供 (H23.9月以降) 

・ 県内の主要医薬品卸売販売業者に対し、インフルエンザワクチン等

の供給状況を調査し、流通・在庫数量を把握 

◎ワクチン：１回／15日ごと (毎月15日、月末) 

◎抗インフルエンザウイルス薬・診断キット：１回／15日ごと 

 

健 康 課 

(  〃  ) 

・ 厚生労働省通知「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」

を公的病院や市町村等関係機関に通知し、予防対策の徹底を依頼 

・ 感染症発生動向調査や感染症流行予測調査、学校等におけるインフ

ルエンザ様疾患発生状況の把握等により、インフルエンザのまん延

状況を把握し、県民や医療機関等に情報提供 

・ ラジオスポットＣＭで、個人でできるインフルエンザ予防の方法に

ついて啓発 

・ ＪＲ駅構内啓発ポスター掲示  

 

広 報 課 関 係 ・ 新聞広報：(H23.12.17) 

・ スポット広報 (テレビ・ラジオ)：(H23.11.7～H23.12.4) 

(H23.12.5～H24.1.2) 

・ 富山県民会館前 情報ボード：（H23.11月、12月） 

 

 


